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教育職員免許法施行規則の 一 部を改正する省令の公布について （通知）

このたび、 「 学校教育法等の 一 部を改正する法律」（以下 「改正法」という。）
が、 平成1 8年6月2 1日に法律第4 9号として公布され、 平成1 9年4月1日
から施行されることとなりました。 これに伴い、 別添のとおり、 「教育職員免許
法施行規則の 一 部を改正する省令」（以下「改正省令」という。）が、 平成1 8 
年8月7日に文部科学省令第3 1号として公布され、 平成1 9年4月1日から施
行されることとなりました。

今回の改正の趣旨、 要点及び留意事項は、 以下のとおりですので、 各位におか
れては、 これを踏まえ、 適切な事務処理をお願いします。

また、各都道府県・指定都市教育委員会にあっては、貴管下の関係者に対して、
今回の改正の趣旨を徹底されるように願います。

なお、 今回改正した課程認定等に係る内容以外の教育職員免許法施行規則の改
正については、 1 0月末を目処にこれを行い、 その内容については別途通知する
予定ですのでご承知おき下さい。

記

ー 改正の趣旨等
「学校教育法等の 一部を改正する法律」の施行に伴い、 盲・聾・養護学校ご

との教員免許状が特別支援学校の教員免許状となることから、 当該免許状を取
得するために必要な科目の単位の修得方法等の必要な事項を定めたこと。



なお、 今回の改正は、 平成1 9年4月の改正法施行時から新法に基づく大学

等の認定課程等を開始するために必要となる事前の手続きに関係する事項につ

いて改正を行うものであること。

2 改正の要点

① 大学における特別支援学校 教諭免許状取得及び教育領域の追加に必要な科

目の単位の修得方法について、 以下のとおり定めたこと。 （改正省令第7条

関係）

専修免許状 一種免許状 二種免許状

特別支援教育の基礎理論に関す 2 2 2 

る科目

特別支援教育領域に関する科目 1 6 1 6 8 

免許状に定められることとなる

特別支援教育領域以外の領域に 5 5 5 

関する科目

心身に障害のある幼児、 児童又 3 3 3 

は生徒についての教育実習

② 特別支援学校の教員養成課程の認定を受ける際、 特別支援教育に関する科

目の3割を超えない範囲で他大学において開講されている科目を含めること

を可能としたこと。 （改正省令第22条第3項関係）

③ 法施行時から特別支援学校の教員養成を開始できるよう、 事前に課程認定

及び認定講習等の申請を可能とする経過措置を定めたこと。 （改正省令附則

第2項及び第3項関係）

④ その他所要の規定の整備を行ったこと。 （改正省令第2 0条、 第2 7条、

第2 8条第2項、 第32条第2項、 第3 6条第1項及び第2項並びに第37

条第1項関係）

⑤ 施行日を平成1 9年4月1日とすること。








































